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第８２号議案説明資料 

芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分）

改正案 現 行 

（期末手当） （期末手当） 

第4条 （省略） 第4条 （省略） 

2 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職し，若しくは失職し，

又は死亡した特別職の職員にあつては，退職し，若しくは失職し，

又は死亡した日現在）において特別職の職員が受けるべき給料月額

に，当該月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に，6月に支

給する場合においては100分の197.5，12月に支給する場合において

は100分の212.5を乗じて得た額に，それぞれ前項の基準日以前6月以

内の期間におけるその者の在職期間に応じて，次の表に定める割合

を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職し，若しくは失職し，

又は死亡した特別職の職員にあつては，退職し，若しくは失職し，

又は死亡した日現在）において特別職の職員が受けるべき給料及び

地域手当の合計額に，当該合計額に100分の20を乗じて得た額を加算

した額に，6月に支給する場合においては100分の197.5，12月に支給

する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に，それぞれ前項

の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて，次

の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

6月 100分の100 

5月以上6月未満 100分の80 

3月以上5月未満 100分の60 

3月未満 100分の30 

在職期間 割合 

6月 100分の100 

5月以上6月未満 100分の80 

3月以上5月未満 100分の60 

3月未満 100分の30 

3 （省略） 3 （省略） 

   付 則    付 則 

 （期末手当の額の特例） 

4 期末手当の額は，第4条第2項の規定にかかわらず，平成27年12月1

日から平成30年3月31日までの間，同項の規定により算定された額か

ら市長及び副市長にあつては当該額に100分の10を，教育長にあつて

は当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。 


